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現代インフレの所得・富再分配効果
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I　問題の所在

ィンフレ問題の克服が叫ばれてすでに久しいが,インフレ問題の真の解

決にはインフレ原因の究明とあわせてインフレの影響についての理論的・

実証的分析が十分に行なわれる必要があろう・それは,物価安定にどの程

度力を入れ,どのよう、な対策をとるべきかを判断する基準をえるためには,

ィンフレの影響についてのより詳細な情報をもつことが是非とも必要であ

るからである.近時世界的にインフレ傾向が定着し,これまでのクl)-ど

ング・インフレがギャロッビング・インフレに加速する傾向をみせている
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ことから,従来インフレの原因をめぐっての議論が主であ-たインアレ論

議は,インフレの影響・結果についても論じられることが多くなったこ.と

は,歓迎すべきこと.である.

インフレの影響をみる場合,今日のようなギャロッビング・インフレの

場合には古典的-イパー・インフレに例を求めることが許されるとしても,
l、

クリ「ビング・インフレの場合にはそれは許されない.したがってクリ-

ビング・インフレが国民の経済厚生にいかなる影響を及ぼすか,また国民

の各階層にどのような影響を与えるか紅っいての理論的・実証的分析が別

個に行なわれなければならない.しかしながら不幸にしてわれわれはそれ
2)

に関する明確な知識ないし情報をほとんどもっていないのが現状である..

このことがインフレ問題の解決を遅らせている一つの原因ではないかと考

えられる.

そこで本稿は,以上のような観点に立ち,現代のクリ-ゼング・インフ

1)クリ-ビング・インフレが国民の各層にどのような影響を与えているかという問

題を考えるさいには,古典的な-イパー・インフL,が経済社会に与えた諸影響をも

とにしたつぎのようないくつかの命題との類推において論じられることが多い.

①　インフレは,個人およびグループ間の所得分配ないし富の分配に逆進的な影

響を及ぼす.

②　インフレは,一旦スターけると自己永続的となり,加速する恐れがある.

③　インフ,レは,貯蓄意欲を弱め,経済成長率を低める.

④　イン〉レは資源配分をゆがめる.

⑤　インフレは生産効率に悪影響を及ぼす.

⑥価格と賃金が企業者と労働組合の力関係によって決定されるようになり,社

会的争議が増す.

⑦　インフレは国際収支に悪影響を及ぼす.

しかしながらこれら諸命題は, -イパー.・インフt/のもとで導かれるものである

から,クリービング・インフレのもとでも成立するか否か,それぞれその妥当性を

検証したうえでないと使用することt,土できない. Cf. Lerner餌, Slichter醜　Ba-

ch (3), Conard尽I, Holzman (lS, Scitovsky, T. and Scitovsky, A.A欄°

2)この分野の理論的分析としては　Smithies (30), Holzman帆およびVikrey餌

をあげることができよう・なおKoopmans餌, Duesenberry鍋も,関連している

と考えられるが,いずれにせよインフレの影響について論じた理論的分析ほ数少い.
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レの影響分析のうち,現代インフレが所得ないし富の分配にいかなる影響

を及ぼしているかというこれまで比較的多くの研究がなされてきた問題に

焦点をあわし,この分野の日米の実証研究を展望・比較することにより,

現代インフレの影響の一側面を明らかにするとともに,物価安寒政策の意

義を明らかにすることを目的にしている.またインフレの所得・富再分配

効果に関する従来の分析方法の問題点をさぐることによって,今後に残さ

れている課題を明らかにする.

-II　インフレ-ショソの所得再分配効果

従来,インフレーションは,物価上昇に対して所得の適応の遅い階層か

ら,所得適応の速いものへ実質購買力の移転をもたらすと指摘されてき

た.こうした命題は,古典的な-イパー・インフレのもとでは成立すると

しても;ク`リーピlング・インフレのもとでも成立するか否か妥当性が検証

されなければならない.しかしこの通説を検証するためには,所得分配に

対する純粋にインフレだけによる影響を抽出しなければならないが,その

場合ィ.ンフレーションそのものによる効果ど実物要因の変化による効果を
3)

分離しなければならないという困難な問題がある.両効果を分離すること

は通常不可能と考えられる.したがってさまざまな側面から所得分配の状

況を検討し,これを総体的に評価するという方法がこれまでとられてき

た.以下では,インフレが機能別および階層別の所得分配にいかなる影響

を与えているかをさぐった分析を順次展望・整理し,問題点を検討する.

1・インフレの機能別所得分配への影響

一般に年金生活者・利子所得者・賃金所得者等では物価上昇に対して所

得の適応が遅く,企業・農民等では所得適応が速いと考えられるから,イ

3)たとえばインフレーションによる実質賃金の下落が,労働者から資本家-の所得

の再分配を意味するといえるためには. (a)資本ストックの減少, (b)労働供給の増加

というような実物要因の変化がなか-,たこと等が示されなければならない.これら

の現象はいずれも,イン.7レーションが存在しないときでも実質賃金を下落させる

からである.蝣　Cf. Kessel fr軌p. 140.
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ンフレの所得再分配効果に関する通常の命題に従うならば,機能別所得分

配は,インフレ過程でつぎのように変化するはずである.すなわち法人所

得や個人業主所得は急速に上昇するが,賃金.利子・地代などの所得は静

鰻にしか上昇しない_

こうした見解に疑問をもち,最初に療証を行なったのはBach-Ando (盟)

である.彼らは, 1939年から1952年のアメリカについて,インフレーショ

ンが所得の機能的分配にいかなる影響を与えたかを実証的に研究してい

る.それによ草と, 1939年から1946年までの第二次世界大戦をはさむ時期

には通常の命題が成立しているが,戦後のクリ-ビング・インフレーショ

ンにおいては,雇用者所得が主として非法人企業の犠牲において利得をえ

ていることが検証され,通説と.なっている命題は成立しえないとされてい

る.彼らのデータは第二次世界大戦と朝鮮戦争を含む期間についてのも.の

であるが　Brimmer (6)はベトナム戦争の期間を含む最近のアメリカの所

得分配の状況を提示しているので,それを吟味してみよう.

窮1表は　Brimmerによって提示されたものであるが,全期間を通じ

て特徴的なことは,賃金・俸給および財産所得のシェアの増大が,個人業

第1表　磯能別所得分配のシェアの変化(アメリカ)
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主所得のシェアの低下によって相殺されているということである.これは

Bach-Andoのファクト・ファインディングスが最近においてもみられるこ
4)

とを意味する.なるほど賃金・俸給のシェアは,アメリカの卸売物価が安

定していた1961年から1965年の間では不変に推移していたが,他の期間で

は一貫して上昇傾向にある.しかしながらこの賃金・俸給の上昇傾向は,

物財生産および流通業の賃金・嘩給の低下傾向がサービス業,政府関係の

労働者の賃金・俸給の増大傾向により相殺されて.もたらされたものであ

る.また財産所得のシェアも,全観察期間では上昇傾向にあるが, 1965年

から1968年の部分期間では減少している. .これは費貸料,配当のシ_エア

の下落傾向によってもたらされたものである.このように部分期間に分け

て,所得の機能別分類をさらに細分して考えるとき,物価上昇よりも所得

上昇の遅いとされている部門で,シェアの下落がみられることは注意を要

しよう.

新飯田(36)は,同様の分析を1955年から1969年の日本について行なってい

る・第2表がその計算結果であるカ.呈,これによると日本では1955年か牟

1969年の間に,法人利潤のシェアが7%上昇し,雇用者所得,財産所得

(賃貸料所得,利子所得を含む)のシェアがそれぞれ5%および4%上昇

したのに対し,個人業主所得のシェアは16%減少している.したがって従

来のインフレの所得再分配効果に関する命題は,日本の場合にも成立して

いないといえよう.こうした現象は,この期問にインフレ過程がみられた

ちのの,物価上昇に対して所得の適応が遅れる部門に高度成長の成果がむ

けられたことにより生じたものと考えられる.しかしインフレの加速傾向

が顔著である1965年以降の様相はそれまでの傾向と異なっている.すなわ

ち, 1965年まで上昇傾向にあった雇用者所得および財産所得のシェア紘,

1965年から1969年の間ではそれぞれ2%および1%下落に転じている.普

4)賃金上昇が附魯上昇に遅れるという仮説は, Hansen (lS, Hamilton (14, Lerner
鍬Bhatia (5)等によって「賃金ラグ仮説」として破立された感があったが, Bach-

Andoの研究を契機として,賃金ラグ仮説の再検討が多くなされるよう.になった.
それらは, KesseLAlchian触Cargill (9)等の結論にみられるように賃金ラグ仮説

に否定的なものが多い.
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第2表　機能別所得分配のシェアの変化(日本)
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た個人業主所得のシェフも, 3っの部分期間で考えると,減少率が下落傾
5)

向を示していることが注目に値する.これらの現象は短期的な要因による

ものと思われるが, 1965年以降における物価上昇率の加速によって,日本′

経済はインフレの再分配効泉に関する命題が妥当する状況に入りつつある

のかもしれないので,それ以後の動向が注目される.ところである.

以上の日米の機能的所得分配に関する実証研究からみるかぎり,インフ

レによって労働者から企業-所得の移転が起きるという関係は,長期約・

一般的な債向としては,戦後のいわゆるクリービング・インフレ下ではみら

れないといえよう.この限りにおいては,所得分配の不平等化を阻止すると

いう物価安定政策の意義は認められない.しかしながら短期的には特殊な

経済情勢を反映してインフレの再分配効果に関する命題の成立もみられ,

今後のインフレの動向およびその性格次第ではインフレの再分配効果によ

5)インフレの所得分配-の影響は,インフレの持続期間やその性格によっても異な

ると考えられる.′たとえば需要インフレの場合には法人所得の伸びが高く,コスト

・インフレの場合には雇用者所得の伸びが高いと考えられる.したがってこのこと

を考慮して, 1965年から1969年の日本経済の概能的所得分配状況をみると,この時

期に需要インフレが進行していることを示しているように思われる.
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り不平等が増すおそれもあり,インフレ抑制に努力が払われなければなら

ないといえよう.

2.インフレの階層別所得分配への影響

物価上昇は,貧富・職業・老若にかかわりなく-様な負担を家計に与え,

その意味でインフ・レは同一税率による所得税にも似ている.以下,インフ

レが国民各層の所得分配にいか'なる影響を与えているか,所得階層別,職

業別,年令階層別にその影響をみた日米の実証研究を展望し,検討を加え

る.

〔A〕所得階層別影替

Brimmerは、, 1950年から1968年にかけてのアメリカの所得階層別所得

分布の推移を計算している.第3表がそれであるが,人種Brlのシェアの変

化が計算されている_　アメリカの場合,こうした階層分類が有用である.

第1表に関連させて1961年から1965年, 1965年から1968年という二つの期

間をとって考えるとき,これらの期間における所得分配の変化のパターン

第3表　五分位階層別所得分布の推移(アメリカ)
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は,おどろくほど輝似している.たとえば全人種については1961年と1965

年の間では,最下層の二つの階腐I,狛ま,彼らのシニアを0.9%増加さ

せているのに対し,最高層Vのシェアは1.3%潤少している.ま養1965年

から1968年の問では,最下層の二つの階層はシ上.ブを0.7%上昇させたの

に対し,最高層のシェアは0.7%減少している.人種別にみた場合にもこ

の、ように両期間において下層のI, Iは,最高層Vの犠牲において所得今

配のシェアを増加させている.このことは階層別所得分布をかなり改善し

ていると思われる.事実,ジニ係数でみるとき,有色人種を除くと, 1950

年から1968年にかけて一貫してその値は減少している・有色人種の場合に

は∴ジニ係数から奉るか.ぎりはっきりとした所得分配の不平等の改善傾向

は認められない.アメリカのかかえている人種問題は,所得分配の上にも

反映されていることがわかる.

第4、表は,新飯田(36)および新飯田・前原.江藤(37)Kよって計算された日

本の全国勤労者世帯の5分位階層別所得分布の推移を示したものである・

この表によると, 1965年から1967年の問を除いて考えると,所得分配のシ

ェァは,下層の上　Ⅱで上昇頗向, Ⅲでやや上昇気味, Ⅳでほぼ一息最

高層のVでは下落慣向にあり,所得分配は車等化の方向に向っていること

がわかる.事実,ジニ係数でみると, 1965年から1967年にかけて若干の上

昇がみられたものの1963年から1970年の間に0.215から0.179へと低下

し,所得分配が改善されていることがわかる.この間の事情はつぎのよう

に理解される.すなわちクリ-ビング・インフレをもたらした高度成長が

第4表　五分位階層別所得分布の推移(日本)
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労働需要を増大させ,低所得階層の所得を増大させ,このことが階層別所

得分布を改善するのに役立ったと考えられる.このようにクリ-ビング・

インフレが階層別所得分布を改善しているという結果から判断すると,物

価安定政策の目標は,インフレ率をゼ叫こすることよりも,適度な穏やか

なインフレ率を維持することになろう.

第3表によれば1968年のアメリカの階層別所得分布のジニ係数は0.343

であるが,同年の日本のジニ係数は,第4表によると0.193になっている.

すなわち日本のジニ係数はアメリカのジニ係数よりかなり小さい値になっ

ている.このことは,日本の所得分布がアメリカのそれより平等的である

ことを教えてくれる.またジニ係数の下落の程度は日本の方が大きく,日

本の所得分布の方がアメリカのそれより早い速度で改善されていることが

わかる.これは観察期間における両国の経済成長率の相違を考慮するとき,

日本の方が経済成長の成果を低所得層の改善にふり向けることがより容易

であるということに原因があるように思われる.

ところで以上の計算では,.名目的所得の分配率の変化にすぎないため,

物価上昇による各所得階層の支出パターン-の影響を通じて,所得分布は、

実質的にいかに変化するかを把捉することはできない.たとえばもし低所

得層の物価指数が高所得層のそれより低ければ,高所得層から低所得層へ

の所得分配が生じ　名目所得による所得分配の不平等度は改善の方向に向

かう.逆の場合には,インフレの所得再分配効果によってジニ係数は大き

くなり,所得分布は不平等化する.こうした効果を測定するた糾こは,普

ず階層別の消費構造に応じたデフレーターを計算し,そのデフレーターに

よって階層別の所得を実質化し,ついで実質化された階層別の実質所得に

もとづいてジニ係数を算出しなければならない.こうした試みは,新飯田

(36)および新飯田・・前原・江藤(37)によってなされているが,両様の趣旨をも

つものとしては安田(39)が最初のように思われる.新飯田(36)および新飯田・

前原・江藤(3V)K,実質所得の階層別分布を第4表と比較し,わずかではあ

るが実質所得の分布の方がより平等な所得分布を示すという分析結果をえ

ている.ジニ係数で比較するとき,その差異は決して大きくないが,少く



- 88 --　現代インフレの所得・寓再分配効果

とも物価上昇による所得再分配効果を通じて所得分配が不平等の方向に向
6)

かわなかったということだけはいいうるとされている.こうした結果は本

質的に所得階層別デフレ∴クーに依存しているものと思われるので,よく

指摘される物価指数と生活実感のズレの問題と関連させて,詳細に検討さ

れるべき分野と思われる.

〔B〕職業別影響

第1表によると,アメリカの賃金・俸給のうち,物財産業・流通業のシ

ェァが減少する一方でサービス産業,政府関係の労働者のシェアが増大し

ている.また農家所得の。シェアは著しく減少している.こうした職業別の

所得分配率の変化は,生産構造の変化に起因するもので,インナL,の影響

によるものではないであろう.

第5表は,アメリカと同じ時期の日本の名目所得の上昇率を職業別にみ
7)

たものであるが,これによると各層とも高い所得の伸びを示しているもの

の,卸・小売業主の伸びが相対的に低いことがわかる.勤労者の所得の伸

6)所得不平等の尺度としてジニ係数によって所得不平等の度合を比較するさいに

は,ローレンツ曲線が交叉しているかどうかを調べる必要がある・というのは

Atkinsonによって証明されたように,ローレンツ曲線が交叉していない場合には,

所得不平等のランキングは一意的元確定するが,ロ,-レンツ曲線が交叉する場合に

は,価値判断が異なれば,所得不平等のランキングも異なってきて,一般にランキ

ングが一意的に確定しないからである　Cf. Atkinsムn (1),浜口瑠纏よび高山線

従来の実証分折では,この点に関しての留意が十分になされていないように思われ

る.

ところで　Atkinson (l)紘,ローレンツ曲線が交叉する場合でも所得不平等の.ラ

ンキングが一意的に確定するようにするため,所得の効用関数を明示的に与え,そ

れを所得分布によって加重平均した値と,その社会の平均所得とを比較することに

ょってえられるアトキンソン係数を所得不平等の尺度とすることを提唱している.

高山鍬も所得不平等の尺度を測定するのに,これまで経済分析で用いられてきた

分散,変動係数,相対平均偏差,対数衰示の分散,ジニ係数,タイル係数,ア1、キ

ンソン係数という7つの尺度について,所得分布の移動・変化によって尺度がいか

に変化するか,またそれぞれの尺度が金持ち,中流,貧乏人にどのようなウェ--一一ト

づけを行なっているかを検討す'!>ことによって,アトキンソン係数が最も優れた尺

度であると`いう結果を得ている.

7) Cf.経済企画庁編囲, p. 151.
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第5表　日本における職業別所得上昇率　(年*,単位:、%)

1　農　家　世　帯

年　度　2

崇馴禁蕎順鎧

勤労者(規模別)

1000人　100-　10-
以上　999A　　99人

1961-68　13-6　12.1  15.2　11.1  ll.2　-12.9

卸・小売
一業,主

びは大規模企業より中小規模企業の方が大きく,いわゆる賃金格差の是正

がみられ,所得分配状況は改善の方向にあるといえよう.

〔C〕年令階層別影響

第6表は, 1961年から1968年にいたる間の日本の製造業の年あたりの規

模・労職・年令別賃金上昇
8)

率である.この表により年

令階層別の所得状況をみ草

と,若年層では所得の伸び

が著しいのに対して,中高

年令層とくに中高年令層の

職員の場合には,所得の伸

びがかなり低い.したがっ

て′このことを物価上昇の影

響が各年令階層に画一的で
9)

あることと考えあわせると,

中高年令層では物価上昇に

よる負担が大きいと考えら

第6表　日本の製造業の規模・労職・年令別
賃金上昇率　　(年率,単位: %)

1961-68年

1000人以上　10-99人

罪

チ
労

V*

者

23:Z芸才12

11:Z
】
30-349.7

35~399.4
40~49

50~59

20-24才
25~29

30′-ノ34

35′)39

40一)44

45~49

12.5

12.i.

12.6

ll.5

ll.5

ll.4

ll.9　　　　　12.1

10.6

8.9

8.1

ma

7.8

ll.1

10.5

10.6

10.4

10.1

8) Cf.経済企画庁編的,、p. 151.

9・)安田的および経済企画庁猟粗p. 149では,世帯主の年令階層別消費者物価上昇

率が計算されている.両者とも,総合消費者物価は,年令階層別に差異はみられな

いという結果をえている.しかし前者では,世帯主の年令階層別の総合消費者物価

に加えて,蛍S3り消費者物価上昇寄与率が計算されている.そ中こよると相対的に
所得が低い若年層および老令世帯においては食料費の上昇が大きく響普,中堅世帯

では雑費,とくに教育費ならびに教養娯楽費の影響が大きくなっているr.こうした

結果は,各階層の必需的な経費が孟LL昇しているこ-とを意味しており,こiのことは

療計が総合消費者物価指数の上昇率以上の物価上昇圧力を感じているという説明に
なろう.



- 90 -　現代ィ、ンフレの所得・富再分配効果

第1図　日本における老令世帯のロ-レンツ曲線

老
令
せ
打コ
TF

支
出
ffl

罪
棉
比
率

m旧

10)

れる.こうした現象がもっとも顕著にあらわれると思われる老令世帯につ

いてみよう.第1図は,日本における男子65才以上女子60才以上の者のみ

で構成されるか,またはこれに18才未満の者が加わった老令世帯について
11)

の階層別支出金額から作成されたローレンツ曲線である.これによると老

令世帯では世帯間の不平等度が増加している.これは成長の成果に浴する

機会の少ない老令世帯では物価上昇が世帯間の不平等を増す方向に作用す

るということを示唆するものとして興味深い結果である.

第7表は,アメリカの1961年から1968年の間における世帯主が65才以上
12)

の世帯間の所得分配の状況を示したものである.この裏によると第V分位

10)消費者物価,生活コストの上昇が勤労者の生活に及ぼす影響を分析したものとし

ては,古賀鍋が参考になる.この論文では,勤労者のライフ・サイクルの視点から

の分析がなされているが,中高年令層が,消費者物価の上昇からくる生活コろトの

上昇および老後生活の維持に必要な経費の急速な増加により,将来?生活に対する
不安を高めているという実態の詳細な分析が行なわれている.

ll) Cf.経済企画庁編鋤, p- 194.

12) Cf. Brimmer (6).



第7表　老令世帯の5分位階層別所得
分布の推移`(アメリカ)

所得階層1961年日義百T蒜i首1

第1分位　　4.1 !　4.6　　5.5

第2分位　　8.0

第3分位
¥i '->c

第5分位

12.4

19.9

55.6

8.7　　　9.3

13・O1

52芸:芸、t
r

-引‥

の最高所得層のシェアが減少し,そ

れ以下の各層のシ,=アは増大してい

るから,アメリカの老令世帯は世帯

間の不平等度が改善されていること

がわかる.この結果は日本の場合と

逆であり興味がもたれる.もっとも

第1図の場合は,当該世帯の支出

金額からみた老令世帯の不平等度を示したものであり,第7表は所得分配

からみた老令世帯の不平等度を示しているので,厳密には比較できない.し

かしながら上記のような結果の日米間の差異は,両国の社会保障制度の相

違によりもたらされたものと思われる.したがって社会保障制度が完備し

ていない場合には,所得分配の不平等化を阻止するために,物価安定政策

は急務とされなければならないといえる.

3・低所得階層とインフレーション

いままでみてきたことからわかることは,クリ-ビング・インフレが国

民の経済厚生に与える影響を評価するとき,政策的にもっとも重要な問題

の~つは,クリ~ビング・インフレが経済成長にとり残される低所得階層,

たとえば社会保障給付に依存している人々や,年金に依存している老人世

帯,生活保護世帯にどのよ.うな影響を与えているかということであろう.

そこで以下,この画題に取り組んだいくつかの研究にづいて詳しくみるこ

とにする.

まずHollister-Palmer札インフレが貧困者に対してどのような影響を

及ぼすかという問題を,インフレの貧困者消費・所得・資産に対する効果
13)

というように3っに分けて分析している・以下貧困者の消費・所得という

2つの画にインフレがいかなる影響を与えたかに焦点をしぼって,彼らの

結論を要節しよう.

まず第-にインフレが貧困者の消費にいかなる影響を与えたかをみるた
--▼-▼　　　　-ム-ソ　　ーI-一　　　　-▼　　　▼l-　- -　▼　　-一ー1

13) Cf. Hollister and Palmer (l◎およびPalmer e銑pp. 59-79.
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めに,彼らは,標準的な世帯の消費支出パターンを前提にしている通常の

消費者物価指数を,貧困者の消費支出パターンを考慮して作成したいくつ

かの貧困者物価指数とくら.べて,どちらが高くなるかを検討している.餐

困者の支出パターンは,他の階層に比べて相対的を羊食料費の占める割合が

大きく,サービス業部門-の支出を含む雑費の占める割合は小さくなって

いる_　ところで1950年代およ,び60年代においてアメリカでは食料品価格が

概して安定的で,サービス料金の上昇が物価上昇の中心であった.こうし

た事情を反映して,貧困者物価指数が通常の消費者物価指薮を上まわると

いう結果はえられていない.とのことから彼らは,.貧困者が消費面で他の

階層以上に,物価上昇に苦しめられているとはいえないとしている_

つぎに彼らは,インフレが貧困者の所得にいかなる影響を与えているか

をみるために,貧困者の所得源泉を検討している.それによると,若年の

貧困者にとっては,賃金・俸給からの所得が主な所得源泉であるのに対し,

老令者にとってはさまざまな形の公的扶卿がもっとも重要な所得源泉にな

っている.また老令の貧困者の場合には,賃金・俸給からの所得も重要な

源泉となっており,恩給・年金やその他の形態の額面価格の固定されてい

る所得からの収入が所得の源泉になっている老令の貧困者は極めて少ない

ということが指摘されている.こうした結果から,Hollister-Palmerは,塞

令の貧困者が主として額面価格の固定された所得に頼っているために,イ

ンフレによ・らて購買力が大きく侵略されてしまうというこ・とがあまりにも

強調されすぎているとしている.さらに労働市場における需給の逼迫に起

因するインフレは,その過程で多数の失業者に雇用機会を与えたので,質

金・俸給を主な所得源泉とする貧困者には損失よりもむしろ利益を与えて

いると主張する:こうした主張は,貧困水準以下の人口の総人口に占める

割合Qと,失業率u,消費者物価指数Pcとの間の関係を, 1947年か.ら

1966年のデータに適用してえられたつぎの回帰分析によっても確認されて

SES

Q-　-0.85+0.67m -0.12P,　　i?2-0.69

(-4.65) (4.19) (-2.12)　d.w.-2.35
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ここにドットの個数は,その変数を時間に関して微分した階数を示す.揺

弧内はIvalueである・もしインフレ過程が貧困者の所得に不利な影響を

与えるとするならば,貧困者の数がふえることが予想されるから, Pcの

係数はプラスになることが期待される・しかし上述の回帰式ではPcの係

数はマイナスになっ、ており,消費者物価の高い上昇率と結びついた労働需

給の逼迫は,貧困者を減少させる効果があるということを示している.

新飯田(36)および新飯田・前原・江藤(37)ft,日本の場合について同様の回

帰分析を行なっている・彼らは,生活保護世帯などの低所得層の総世帯人

口に占める割合Qと,実質国民総生産対前年上昇率Y_ュ,有効求人倍率Lo,

失業保険受給率打,消費者物価指数対前年上昇率Pc.-1との問にいかなる

関係があるかを, 1957年から1970年の年次データに適用して回帰分析を行

ない,・つぎのような推定結果をえている.

Q-42,71-0.86P,,_!-()`6iy_i- :.90L。　蝣R=0.7・7

vIO.77) (-1.63) (-1.76) (-0.90) .d.w.=1.17

サ-38.54-0.72Pc,_1-0.75Lo

(ll.02) (-1.25) (-1.80)

0-24.21-1.01Pci_1+3.13U

(2.96) (-1.81) (1.32)-

i? =0.67

d. w.=1.91

i?-0.61

d.w.-l.i

括弧内のIvalueおよび相関係数Rはあまり高くないが,これらの推定結

果のいずれにおいても　Pc,-1の係数はマイナスであるから,日本の場合

にもクリ-ビング・インフレのプロセスが低所得層の所得分配に決して悪

い影響を与えていないということが検証されたといえよう.しかしこれら

の結果から,ただちにインフレが貧困世帯に対して望ましい影響を与えて

いると断定することは早計にすぎよう・なぜならば新飯田・前原・江蘇(37)

で指摘されているように, 「かかる評価を与えうるためには,インフレー

ションと低所得者占率との問の具体的関係がより明確にされ,インフレが

某に経済的繁栄の一要因であることが明らかにされなければならない」か

らである.
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第2図　アメリカ担おける各憩社会保障給付と一人あたり可処分所得の推移

(注) ①　老令書に対する扶助(受給者1人当り,平均月肌実質)

②　子供を含む家族への扶助(平均月鼠実質)

⑨　不具者への扶助(平均月額,実質)

④　失業保険(全失業者平均月額,実質)

⑨　遺族一老令の未亡人のみ(平均月額,実質)

⑨　遺族-2人の子供のいる未亡人(平均月額,実質)

⑦　受給者1人当り一般扶助(実質)

⑧ 1人当り可処分所得(1958年価格)
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Hollister-Palmerは,′　さらに賃金・俸給につぐ貧困者の所得源泉である

さまざまな形の政府から個人-の移転所得が,長期間にわたり‥またイン

フレ期にどのように動いたかをみるために,第2図に示されているように,

固定価格表示での1947年から1970年の期間のさまざまな移転所得の平均金

額を, 1947年を100とする指数になおしてグラフ化している・さらに第2

園では,一般生活水準の変化との関連をみるために,消費者物価でデフレ

ートされた一人あたり可処分所得の指数の推移が措かれている.この図に

おいて曲線の慣きが負になっているところは,移転所得ないし一人あたり

可処分所得の伸びが物価上昇の伸びより小さいために実質所得が悪化して

いることを意味する.しかしながら一般扶助を除くと,曲線のどの部分を

とって、も負の傾きはほとんどみられず,移転所得の伸びは,一人あたり可

処分所得の伸びによく追いついているといえる・このことからHollister

とPalmerは,政府からの移転所得が,一般に価格水準の上昇よりも速い

テンポで増加しており,貧困者の所得がこの面での損害をこうむっている

とはいえないとしている.

第3周　日本における厚生年金・生活保護費給付と
一人あたり可処分所得の推移

I 280

指260

数　240

220

200

180

160

140

120

inn:

8i>

( 1960年水準=100)

生活保護費　　ノ

11芸品)蝣/ ix
/ ∫

/　!

厚生年金給付1件
当り金額(実質)

＼当iDty.分
析得(実質)

1960　61　62　63 糾　65　66　67

(牲) (1)消費者物価指数を用いて実質化した・

(2) ×印は厚生年金の老令年金のみの場合
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IE!官

第3図は,同様の分析を日本の場合について試みたものであるが,日本

の場合にも長期的にみると,,概して給付額は,一人あた,り可処分所得の伸

びによく追いついているが,短期的には給付額の引上げが物価上昇に遅れ

るということが何度かみられる.したがってもし移転所得を受けとってい

る低所得者を,短期的にみてインフレの影響からまもることに政府の責任

があるとするならば,政府の対策決定は慎重に行なわれるべきであろう.

Ⅲ　イソフL,-シコソの富再分配効果

いままでわれわれは,インフレーションが所得というフローにいかなる

影響を与えるかを中心にみてきたが,いpうまでもなくインフレーションは

ストック一般の価値にも影響を及ぼす・以下インフレの富再分配効果に関

するいくつかの命題を検証した日米の実証研究を展望し,検討する.

1・インフレの資産種類別影響

一般にインフレ・プロセスでは金融資産の価値が減価するので,インフ

レは金融資産の保有者である貸し手から借り手に実質購買力を移転させる

といわれる・すなわち金融資産を保有している債権者は,物価上昇により

資産価値の減価をこうむるのに対して,債務者は,物価上昇に・より負債額

の実質価値が減少するた釧こ利益をうけることになると脅えられるからで

ある・したがってこの考え方に従えば,所有している純資産額が大きい人

はどインフレによる損失が大きく,純負債額が大きい人ほど利益は大きい

ことになる・こうした側面からインフレの影響をみるとき,誰が純債権者
15)

で誰が純債務者かということが問題になるが,債権・債務関係は第8表か

らわかるように日本とアメリカでは少し様相を異にしている.すなわち日

本では個人,政府が純債権者で,法人企業が主な純債務者であるのに対し

て,アメリカでは家計が純債権者で,政府と企業がともに大きな純債務者

となっている・政府についてみれば,日本の場合には純債権者であるのに

14) Cf.経済企画庁調査局編鍬第3葦.

15) Cf.経済企画庁調査局編鍬p. 74.
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第8表　日本・アメリカの債権・.債務ポジション(1969年末)

(単位: 1億円) 〔アメリカ〕　　(単位:10億ドル)

純債務者1純債権者

個　　　　人

法人　企業
金　　　　融

政　　　　府
公社公団及び
地方公共団体

224 ,657

284 ,569

3,164

18,285

(注)株式,出資金は金融資産のうちか
ら除いてある.

塞

企

政

計

純債務者1純債権者

16)

対し,アメリカでは逆に純債務者になっている.これは両国の当時におけ

る国債の発行高の相違によるものである.しかし日米ともに家計が純債権

著としてインフレにより被害をこうむっており,企業が純債務著としてイ
17)

ンフレにより利益をえている点は共通している.ところで家計のインフレ

による被害の程度は富の保有形態に依有するものと思われる.すなわち通

常よく指摘されるように,・インフレ・プロセスでは金融資産は減価し,実

16)アメリカのように政府が主要な純債務者で,家計が純債権者である場合・政府は

ィンフレーシ。ソによって家計の犠牲の上に多くの利得をえているということがで

きる.しかし政府が税金を負債の利子および元金を支払うのに用いていると考える

ならば,実質利益は納税者に病者しているともいえる　Cf. Bach and Stephenson

(4p.4.

17)純債権者である家計は,インフレにより利子収入の実質価値の低下のみならず,

債権の元本の嘩価をもこうむり二重の損失をうける.これに対して純債務者である

企業は,インフレによって実質利子負担が軽くなる上に,債務によって調達した実

物資産にインフレによるキャピタル・ゲイγが発生し,二重の利益をうけるという

不公平が生じる.

ところでインフレにより利子収入の実質価値が低下するという考え方は,金融資

産の利子率がインフレ時に物価水準の上昇を完全に反映することができないという

仮定に依存するものである.たとえばGibsonは, (12)において1869年から1963年

のアメリカの利子率の動きが,去、なり長いラグをもった現実のインフレ率によって

説明されることを明らかにしている.しかしGibsonは. (13)において過去20年間

では,利子率の動きと物価の動きとのラグが急速に短かくなってきていることを指

摘している.
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物資産は価値が上昇するので,金融資産をより大きな割合で所有している

人は,実物資産をより大きな割合で保有している人にくらべてインフレに

よる被害をうけやすいと・いえようー

第9表は,所有している資産の種頻により,インフレによる影響がいか
18)

に異なるかを,日本とアメリカについてみたものであるー　まず金融資産の

各項目についてインフレの影響をみよう.貯蓄の利息収入は,日本の場合

名目利息収入が減少傾向にあることに加えて消費者物価上昇率が高いこと

第9表　インフレの資産種類別影響(年率,単位:%)

実質G N P
/y (-人当り)

消費者物価

(i)金融資産
イ)貯　　　蓄

(甥5^)

s^^kl; 東証株価
指　　　数
配当所得

・)空物資悪]孟腎袈

(△ 1.品会5㌔3

23.04.5
(21.8)(A1-0)
16.818.9
(15.7)(12.4)

21.823.2
(20.6)(16.4)

5.C　銀行預金

商業銀行
貯蓄及び
定　　期

(会6㌔雪目国　債
社 債

Aaa

方　債

!'i二　-

-68〕
2.9

).Ol)

-68〕
4.3

Kサ:

-681
7.0

4.0)

塞
5.3

.4)
6.4

・4)
6_7

9.9

(8.6)
tm.

(6.0)

3.8

(0.4)
6.S

(3.3)

(荏)各項の上段はその期間の平均の名目伸び率であ.り,下段のカッコ内は消費者物

価指数でデフL,-トした実質伸び率である. △はマイナスを示す.

18) Cf.経済企画庁調査局編朗, pp- 62-63.
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から,実質利息収入は急激な減少傾向にある.しかしアメリカの場合に

は,貯蓄の名目収入は上昇傾向にあり,消費者物価上昇率が日本にくらべ

て低いこともあって実質利息収入も減少傾向を示すにいたっていない・つ

ぎに債券の名目価値は日米ともに低下傾向にあり,このことは消費者物価

の高騰により債券の実質価値を大きく低下させるごとになっている.最後
ノ

に株式についてみると,日米ともに配当所得はインフL,の高進期にも実質

所得を増加させていることから,一般にいわれているように株式は他の金

融資産に比べてインフレに掛、と考えられる.しかし株式の実質価格につ

いてみるとインフレの高進期に下落している場合もあり,また配当所得に

っいてもインフレの高進期における実質配当所得の伸び率は物価安定期に

おけるそれより小さくなっているので,インフレ・-ッジとして株式も完

全というわけにはゆかないように思われる.他方,実物資産については,

土地についてのデータしか示されていないが,土地はインフレの高進期で

も実質価値はかなりの上昇をみせている.こうした傾向は,固定された表

面価格をもたない耐久消費財や家などの実物資産にらいてもいえるであろ

ラ.したがって一般にいわれているように概して実物資産はインフレに強

いといえよう.

ところで第9表では,資産の実質価値を求めるとき,消費者物価で割引

かれているが,こうした手法には問題があろう.なぜならば人々が貯蓄を

行なう主なEl的の中には,子供の将来の教育に備えるためとカ?,土地や住

宅を購入するためとか小ったものが含まれるが,_これらは物価上昇が急激

なものだからである.それゆえに人々は実感として貯蓄が消費物価の上昇

率以上に減価しているように感じるのではないかと思われる・こうした観

点からは,貯蓄の使途鋸勺を考慮した貯蓄デフレーターを作成する必要が

あろう.第10表は,貯蓄目的を固定して試算された貯蓄デフレーターによ
19)

って資産の減価の状況をみたものである.この鄭こよると消費者物価指数

による実質利回りが上昇傾向を示した定期預金,割引金融債は,貯蓄デフ

-　∴　　　・'*・.'!∴　　　　　　　二　一　二　　　　　　　　　　　　、

ヽ▼　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼、　　　-　　　-I --

19) Cf.経済企画庁編蝕　154.
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第10表　資産種類別収益性

名　目r　実質利回り

inn書物 貯蓄デフ
レーター

収益の
確実性
キャピ
タノレ・

蝣-' fニ

最小取　引単位

(昭和44年)

普　通　預　金

.定期預金(・1年もの)
割　引　金　融　債

ア　sJ　輯　FIL≒

貸付宿託(5年もの)

痩資信託(普精義)
株　　　　　　式

土　　　　　　　地

確　実

確　実

確　実

確　実

確　実

や　や
不確実

不確実

下荘tivi

10円

100円

9,430円

月払　4,160円
(保険金50万円)

10,000円

10,000円

投資対象とできるもの
は10万円で4割.(東証
第1部44年1月)

宅地150nlで220万円程
皮(東京都周辺)

(注) 1. 35年の初めに各々の資産に一定額投資した場合の, 44年末までの平均利回

りである.

2・・実質利回りは, 35年1月から44年12月までの消費者物価上昇率70.5^ (午

平均5.5#)および「貯蓄の目的」 (貯蓄増強委員会, 「貯蓄に関する世論

調査」)から計算したこの間の貯蓄デフレ-クー上昇率97-6&.C年平均7_0

%)によってデフレ-トしたものである. △はマイナスを示す.

の実感をより反映した結果になっているように思われる.

新飯田(36),安田(39)lit,このような資産疲弊別収益率の減価の差異を反映

して,インフレ・プロj=スが各所得階層の資産構成にいかなる変化を串こ

させたかを検討している.それによると一般にどの階層も通貨性預金から

定期性預金-という傾向がみられることが指摘されている.

ところで富の保有形態の選択にあたって,人々はまず収益の確実性を重

視して危険分散をはかると思われるが,.低所得層では資産が少ないから十

分に危険の分散をはかることは困難である.また第10表から明らかなよう

にインフレによる減価が少ない土地および株式は最小取引単位が大きく,

低所得層の少ない資産ではこのような形態での資産保有はむずかしいもの

と思われる.したがって資産ストックの少ない低所得層ほどインフレによ



SDH

る悪影響をうけやすいように思われる.そこでつぎに階層別の影響につい

て詳しくみてみよう.

2. 、インフレの階層別資産保有への影響

第11表は, Bach-Ando (2)によって推計されたアメリカの1950年におけ

る家計の階層別の資産・負債保有状況を示すものである.まず所得階層別

にみるとき,すべての所得階層が純債権者であることがわかる.このこと

は先に指摘したよ・うに,インフレの富再分配効果に関する通説に従えば,

第11表　階層別資産・負債保有状況(アメリカ)

∴・:・ -　- :
[る割合

(.%)
1OIli

ドル

園竜iLlfi
格資産

める割合(%)

琵醍i負債
全　　　　　　家　　　　　　計

課税前の貨幣所　1 ,000ドル未満

得　(1949年　　1 ,000-2,999
3 ,000-4 ,999

5 ,000-7 ,499
[

7,500ドル以上

職　　　　　業

L純　　資　　産

( 1950年)

専門職・半専門職

経　　営　　者

ft　.ミ　*r'j　^

事圃・熟練職
未　熟　練　者

農　　　　　　家

退　　職　　者

そ　　　の　　i t!!

マ　イ　ナ　ス

0-l,999ドル

2 ,000-ノ9 ,999

10,000. -24,999

25,000-59,999 、

60,000ドル以上

100　　　613　　　　24

14

40

29

ll

5 I

7

4

:

41

12

9

5

14　　　　46

::t　冒去

32 .[

27　　　　73

16

;描
31　　　69

;

28　　　　72

12

13

16

12

5

10

12

6

IS

14

12

2

8
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すべての所得階層が物価上昇により被害をこうむっていること、になる.

7,500ドル以上の高所得者層では,それ以下の所得層に比し負債保有比率

が小さく,資産保有比率が大きいが,資産価格が可変的な資産の占める割

合が大きいことからインプレによる損害は小さくなっているものと思わ九

る・職業別には,すべての階層が純康権者であるが,退職した人々の場合

には資産保有比率がきわめて高いことが注目される.しかも退職した人々

の資産は,価格が固定している資産の占める割合が大きいので,退職者が

イ'(フレによって一番被害をうける階層と考えられる.純資産階層別でみ

ると,最低層は純債務者になっている.それより上のすべての階層は純債

権者になっている、.とくに純資産が10,000ドル'以上のクラスは資産保有比

率が大きくインフレによる被害を受けやすいように思われる.しかし純資

.産額が大きくなるにつれて,総資産のうち価格が可変的な資産の占める割

合が大きくなるので,インフレによる被害は純資産額の大小ではほっきLり

決められないように思われる.最後に,世帯主の年令別にみると,若年層

は負債保有比率が高いが, 55才以上になると純債権者割合が大きくなる.

総資産.のうちに占埼る価格が可変的な資産の割合は,若年と老年で大差な

いから,インフレは老年者に重くのしかかっていると考えられる.以上の

結果から職業別および世帯主の年令別の影響をあわせて考えるとき,高令

者とくに退職者の家計においてインフレによる資産価値の大きな損失がみ
20)

られるように思われる.

21)

これとはぼ同様の分析を日本の場合について試みたのが第12表である_

それはアメリカの場合と直接比較することができる形にはなっていないけ

20)アメリカの階層別資産・負債保有状況からインフレの影響について論じたものに

は,他にBach-Stephenson (4)がある・彼らの結論もBach-Andoとほぼ同様であ

る. Bach-Stephensonは,インフレーションが鍵有資産・負債に与える影響を測定

する指標として,変動価格資産額を,総資産嶺から負債額を差しひいたもので除し

たIeverage ratioを用いている.この指標は,負債額の占める割合が大・きくなるほ

ど,また変動価格資産額の占める割合が増え・るほど,ィ.ンフレの影響が小さくなる

ことを総合的に把握するわに便利である.

21) Cf.経済企画庁調査局編I, p. 76.
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第12表　階層別資産・負債保有状況(日本)

年間収入5分位階級

工　　　　　　　　619 ,000

丑　619,000-　816,000

816 ,000-1 ,009 ,0α)

・ l ,009,000-l ,370.,000

V 1,370,000-

世帯主の職業

・ V-　　　　　　　:fcH

①　勤　労　者　世　帯

②　一　般　世　帯

個_　人
営業者

その他

平　　　均
商人・職人
個人経営

平　　　均
法人営業者
自　由　業
そ　　III!

無　　　職

世帯主の年令階級

25歳～
30　～

35　～

40　～

45　′)

50　～

55　～

60　～

65　～

426'. 4

605.2

68.3

118.6

358.1

486.5

604.i

843.0

1.572.1

】

461.8

718.7!

3.0!

1,171.1

1,905.9

1,006.ll 190.0】 S16.ll 1,033.2

791

566:i

8霊:≡To告:吉j　冒75:昌F

679.8i 1,038.5

昌冒呂: 64r

::::冒17

148:18

82浩∴競言111.I
tl'l一浩-

1,434.5　　342.6

1,286.6

1,094.4

2,602.7

1,872.7

3,553.3

1,439.3

3.2

1,212.5 !渇だ

149.4

.つ

a
】1
a

蝣

1
i 1

891.6

898.8J

箪;2
002.4

L

-∴:

88.2494.4
096.5588.8

24歳
29

34

39

SE!

49

54

59

64

(注)株式は含まれていない.

290.9

470.3

605.6

27.5 263.41　738.i

77.6】　392.7

96.1

1,395.

1,073.2F

256.7

155.2

1,328.4" 191.2

509.5

759.0

3.2

750.6

3.6

1,000.6

1,067.4

978.2日,174.0
1,012.51 1,200.2

_-:I -

16.0】　77.5

19.6!　67.7

18.91　79.0

14.li　　65.5

ll.4　　56.3

23.9

29.3

25.9
39.2

12.1

ll.4

16.7

0

9_6

106.

90.

87.

100.

;i
3;

呂4
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れども,多くの情報を与えてくれる.日本の場合,家計はいずれも純債権

者になっている,負債の保有比率はアメリカのように所得階層別に癖著な

差異は兄いだされない.しかし日本の場合,最高所得層の負債保有比率が

一番高くなっており,アメリカの場合と逆になっていることは注目に値す

る.これは日本の場合,資産の定義が狭くなっているためにおこった現象

と思われるが,、高所得層でも負僚保有率が高いということになるとインフ

レの富再分配効果は不平等度を増す方向に作用することになり,注意を要

する問題といえよう.世帯主の職業別にみると,一般性帯に比べて勤労者

世帯の方が相対的に負債保有比率が低く,資産保有比率が高いことがわか

る.最後に世帯主の年令階層別にみると,高年令膚ほど負債の保有率が低

く,資産に対する依存度が強いため,インフレの影響は大きいと考えられ

る.

以上のインフレの富再分配効果に関する日米の実証分析から,インフレ

はすべての階層の富保有に何らかの形で被害を与えていることがはっきり

しており,この限りにおいて総体的に物価安定政策は人々の損失を小さく

するという意義をもっているといえよう.

Ⅳ　残された問題

現代のクリ-ビング・インフレーションが,所得・富の分配にいかなる

影響を与えているか,日米のこれまでになされた実証研究を展望しながら

検討してきたが,長期的傾向として現代インフレが分配の不平等を増す方

向に作用したというはっきりした根拠はまだ出されていないように思われ

るー　これは,クリ-ビング・インフレのもとで同時に経済成長も進行し,

経済成長の成果が低所得層の所得改善に役立ったためと考えられる.しか

し近時問題となっているスタグフレーションの・もとでは状況は異なってこ

よう.インフレが所得・富の分配に与える影響は,インフレの原因・性格

・存続期間によって異なったものとなるから,こうした分野の研究がもっ

と詳細に行なわれる必要があろう.また階層別にインフレの影響をみると

普,それぞれの階層で異なった影響がみられるー　したがってこの点に関し
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22)

ては,インフレのもとで経済主体がいかに行動するかという問清と関連さ

せてもっと詳しく研究されるべきものと思われる.とくにマイルドなイン

フレーションがビルトインされた感のある今日の経済にあっては,こうし

た分野の理論的・実証的研究が是非とも必要であろう.

われわれは,インフレが所得・富の分配の不平等度を増しているか否か

を検討してきたが,こうした結果を用いて,物価安定政策の意義を考える

ことができる.すなわちもしインラレが分配状況を悪化させている場合に

紘,物価安定政策は強力に実施されるべきであるし,適の場合にはインフ

レ抑制策の意義は失なあれることになる.ただし分配の平等化をめざす物

価安定政策が真に有効であるといえるためには, Pesek, Brownlee-Conrad

によって検討されたように,インフレの再分配効果にともなう負担と,イ

ンフレを抑制するためゐ金融・財政政策の負担とを比較する必要があろ
23?

ラ.彼らは,インフL,の再分配効果は逆進的な効果をもっのに対し,イン

フレを抑制するための需要削減策としての利子率・税率の引上げは,家計

の所得・富に累進的な効果をもつと,して,物価安定政策の有効性を強調し

ている.しかしながらこうした主張は,インフレの再分配効果が正確に測

定されたとしても,インフレの原因が需要インフレ以外の場合には妥当す

るとはいいがたい.またインフレが需要インフレであるとしても,所得分

配状況の変化がインフレの影響によるものが,それとも成長の成果による

ものかを区分することができない以上,上述のような主張は限定的にしか

意味をもたないことになる.したがってこのような主張を意味あるものに

するためにも,インフレの原因に関する多面的接近とあわせて,インフレ

の再分配効果に関してもさまざまな角度から多面的に検討する必要があろ

ラ.もとよりわれわれはインフレの所得・屠再分配効果のみを考察対象と

したが,物価安定政策の意義を考えるにはインフレが経済の他側面に与え

る諸影響についても,これから地道な研究を行ない,インフレの弊害につ

22)インフレのもとでの経済主体の行動に言及したものと-しては, Mueller幽およ

びKessel-Alchian餌等があるが,きわめて少ない.

23) Cf. Pesek的　Brownlee・Conrad (7).
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いて明らかにする必要がある.

インフレの所得分配への影響をみるには,先に指摘したようにインフレ
w.

効果と成長の効果を分離しなければならないという困難があるので,さし

あたってはこうした困難を回避できるインフレの富再分配効果についての

十分なる研究がすすめられるべきであろう.もっとも資産ストックへのイ

ンフレの影響をみるさいには,キャピタル・ゲインの評価をいかにするか

というむずかしい問題があるが,所得分配効果の分鍵という問題にくらべ

ると容易と思われるからである.
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